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「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の見直しの概要 

 
１ 市基本構想の概要  

項目 市基本構想 
根拠法令 農業経営基盤の強化の促進に関する法律（第６条） 
目標年度 定期－10 年後を見通して策定、概ね５年ごとに見直し（現行：平成 34 年

度） 

随時－法改正による見直し 
位置付け (1) 効率的かつ安定的な経営体の育成（認定農業者制度） 

(2) 新たに農業経営を営もうとする青年等（認定新規就農者制度） 
(3) 育成すべき経営体に農用地の利用集積を促進（利用権設定等促進事業・

農地利用集積円滑化事業を促進する事業） 
⇒国【基本要綱】、県【基本方針】、市【基本構想】で定める 

見直し経過 平成７年３月策定→平成 10 年７月（随時）→平成 11 年２月（随時）→平

成 14 年４月（定期）→平成 17 年７月（随時）→平成 18年５月（随時）→

平成 18 年８月（随時）→平成 19年８月（定期）→平成 22 年６月（随時）

→平成 26年９月（定期） 

 
２ 市基本構想の見直しの考え方 

   令和元年 10 月に見直しされた「長野県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の 
基本的な考え方に沿った方向で市基本構想を見直す。 
 県基本方針の見直しの考え方 市基本構想の見直しの考え方 

(1) 第３期食と農業農村基本計画に準拠し

た内容への変更 

県及び長野市農業振興アクションプラン

に準拠した内容への変更 

(2) 他産業従事者の所得水準を踏まえた所

得目標の見直し 

（認定農業者 500 万円→530 万円）  

認定農業者の所得目標（500 万円（中山間

地域 300 万円））は現状維持 

(3) 上記所得見直しを踏まえた経営指標の

改定 

所得目標の現状維持を踏まえ、経営指標は

変更なし 

(4) 農地中間管理機構５年見直しにかかる

人・農地プラン、農地利用集積円滑化事

業等の記載見直し 

県に準拠し、人・農地プランの実質化、農

地利用集積円滑化事業の廃止等に伴う記

載内容への変更 

(5) 見やすい形態に整理（国要綱に合わせた

記載内容・順序への変更、短文化） 

国要綱に合わせた記載内容・順序への変更 

及び文体をです・ます調への変更 

(6) 担い手への集積目標（60％）、認定新規

就農者の所得目標（250 万円）は現状維

持 

担い手への集積目標（平坦地 50％・中山間

地 35％）、認定新規就農者の所得目標（250

万円）は現状維持 
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３ 市基本構想の見直し内容（項目） 

見直し案 現行 
第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目 

  標 

１ 今後の農業の基本的な方向 

 ※第１「２」を統合して記載 

※人・農地プランの実質化を記載 

２ 効率的かつ安定的な農業経営について

の目標及び育成・確保 

 ※第２「１」を統合して記載 

 ※所得目標（500 万円（中山間地域 300

万円））は現状維持 

３ 新たに農業経営を営もうとする青年等

の目標及び確保 

 ※第１「５」から移動して記載 

 ※第２の２「１」を統合して記載 

 ※所得目標（250 万円）は現状維持 

４ 地域農業のあり方 

 ※第１「４」から移動して記載 

※認定農業者のフォローアップを記載 

※令和元年東日本台風に伴う復興を記載 

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目 

  標 
 １ 長野市農業の現状と振興方針 
 ２ 農業構造の実態と課題 
  

３ 育成すべき農業経営の目標 
 
 
 
 

 ４ 農業経営基盤強化の方向 
 
 
 
 
 ５ 新たに農業経営を営もうとする青年等 

の確保 

第２ …効率的かつ安定的な農業経営の指標 

  （第１「２」へ移動） 

１ 生産方式、経営管理の方法及び農業従 

事の態様等 

２ 農業経営の指標 

 ※農業経営の指標は現状維持 

  ※生産方式及び経営改善のポイントを見 

直し 

第２ …効率的かつ安定的な農業経営の指標                           

 １ 経営体の所得目標 

 ２ 生産方式、経営管理の方法及び農業従 

事の態様等 

 ３ 農業経営指標 

第２の２ …青年等が目標とすべき農業経営

の指標 

  （第１「３」へ移動） 

１ 生産方式、経営管理の方法及び農業従

事の態様等 

 ２ 農業経営の指標（新規就農計画） 

  ※農業経営の指標は現状維持 

第２の２ …青年等が目標とすべき農業経営

の基本的指標           

 １ 経営体の所得目標 

 ２ 生産方式、経営管理の方法及び農業従 

  事の態様 

 ３ 農業経営指標（新規就農計画） 

第３ …農用地の利用の集積に関する目標… 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者 

第３ …農用地の利用の集積に関する目標…                             

 １ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者 
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見直し案 現行 

に対する農用地の利用の集積に関する目 

標 

※集積目標（平坦地 50％・中山間地域

35％）は現状維持 

※目標年次を「平成 34年」から「令和 

10 年度」に見直し 

  

に対する農用地の利用の集積に関する目 

  標 

 

 

  

 

２ 農用地の利用関係の改善に関する事項 

第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する事  

  項 

 １ 利用権設定等促進事業に関する事項 

  ※農地利用集積円滑化事業の廃止に伴う

修正 

 

 

３ 農地利用集積円滑化事業に関する事項 

  ※農地利用集積円滑化事業の農地中間管 

理事業への統合について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他農業経営基盤強化促進事業の実

施に関し必要な事項 

 ※農業生産基盤整備事業名を修正 

第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する事

項                       

１ 利用権設定等促進事業に関する事項 

 

 

２ 農地中間管理事業の実施の促進に関す 

 る事項 

３ 農地利用集積円滑化事業の実施の促進 

 に関する事項 

 

４ 農用地利用改善事業の実施の単位とし

て適当であると認められる区域の基準そ

の他農用地利用改善事業の実施の基準に

関する事項 

５ 農業協同組合・長野市農業公社が行う

農作業の委託のあっせんの促進その他の

委託を受けて行う農作業の実施の促進に

関する事項 

６ 農業経営の改善を図るために必要な農

業従事者の養成及び確保の促進に関する

事項 

７ その他農業経営基盤強化促進事業の実

施に関し必要な事項 

第５（削除） 

 １（削除） 

  

２（削除） 

  

 

第５ 農地利用集積円滑化事業に関する事項                     

 １ 農地利用集積円滑化事業を行う者に関 

  する事項 

 ２ 農地利用集積円滑化事業の実施の単位 

  として適当であると認められる区域の基 

  準 
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見直し案 現行 

３（削除） 

 

※農地利用集積円滑化事業の廃止に伴い

削除 

３ その他農地利用集積円滑化事業の実施

の基準に関する事項 

第５ その他 

  ※附則の追加 

第６ その他 

 
 
４ 見直しのスケジュール  

期日 項目 備考 
令和２年３月 30日 基本構想（原案）の提出 市→県 
令和２年５月 18日 基本構想（原案）の事前確認 県→市・「意見なし」 
令和２年５月末 基本構想（案）の決定 市 
令和２年５～６月 農業関係機関・団体へ意見聴取 

 
市農業委員会、JA（なが

の・グリーン長野・共和園

芸）、長野農業農村支援セ

ンター、市農業公社 
令和２年７月 長野市農業再生協議会へ意見聴取 ７月中旬書面会議 

長野市農業振興審議会へ意見聴取 ７月 22 日開催 
基本構想の決定 市 

令和２年８月（予定） 県への協議 市→県 
協議に対する同意 県→市 
基本構想 公告 市 

 
 


